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―

公正取引委員会において
は、賃貸借の契約や物品の
購入契約において、債権譲
渡禁止特約条項は含まれて
いないが、事前に承認を得
ることとしている。

a ―

a　公正取引委員会では、賃貸借契約
や物品の購入契約において、債権譲
渡禁止特約条項は含んでおらず、既
に措置済みである。なお、債権譲渡に
ついては、事前の申し出があった際
に個別に対応することとしている。

-
社団法人 第
二地方銀行
協会

1 A

国・地公体等の公的機関向
け金銭債権の譲渡禁止特
約の適用除外（譲渡先が金

融機関の場合）

民間企業の国・地公体等公的機
関向け金銭債権については、売
買契約・請負契約上、譲渡先が
金融機関の場合は債権譲渡禁
止特約の適用除外とすることを

統一化する。

  国・地公体等の公的機関に対する金銭債権
には譲渡禁止特約が付いていることが多く、中
小企業の資金調達のために売掛債権担保融
資を行うに当たり、承諾等に係る事務手続きや
時間を要することから、中小企業の円滑かつ機

動的な資金調達を阻害している。


